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【以下のホームページも是非ご覧下さい。】 

◎ つながる・かながわ消費者教育－かながわ消費者教育サポートサイト－ 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/r7b/edu/index.html 
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第１章 調査の概要 

１ 調査目的 

県民の消費者問題に対する意識や自治体の発信する情報の活用等について調査し、

今後の啓発活動など消費生活行政の参考とするため。 

 

２ 調査方法 

インターネットを利用したアンケート調査（全 18問） 

 

３ 調査期間 

令和５年２月３日（金）から２月 12日（日）まで 

 

４ 調査対象 

消費生活 eモニター：332名 回答者：228名 （回答率 68.7％） 

 

５ 回答者の属性 

      年齢  18～29歳    5名 

          30歳台     22名 

          40歳台     45名 

          50歳台     75名 

          60歳台     54名 

          70歳以上   27名 
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第２章 調査結果 

・複数回答のある設問では、比率の合計が 100を超える場合があります。 

・未回答者がある場合、比率の合計が 100に満たない場合があります。 

 

Ｑ１ 今年のあなたのご家族の暮らし向きは、昨年の今頃と比べていかがですか。 

 ・「変わらない」と回答した方が約５割 

 

 

 

Ｑ２ あなたが消費生活 eモニターに応募された理由は何ですか。（複数回答可） 

 ・「消費生活に関する知識を得て、自分の生活に役立てたい」が８割以上で最多 

 

楽になった

3.9%

苦しくなった

46.9%

変わらない

49.1%

82.5%

42.5%

37.7%

31.1%

27.2%

2.6%

消費生活に関する知識を得て、自分の生活に役立てたい

アンケートに回答することでグッズがもらえる

日常生活の中での危険な商品、不当な表示、悪質商法な

どの消費生活に関する疑問や不満を解決したい

消費者行政に関する意見・要望を提出したい

家族や知人に情報提供をしたい

その他
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82.3%

36.9%

27.3%

26.8%

3.0%

アンケートに回答することで、消費生活について深く

考えるようになった

消費生活に関する情報を得ることで、消費者トラブル

防止に役立った

消費者行政に関する意見・要望を提出することで行政

への意見反映の機会になった

周囲や地域へ情報を提供しようと思うようになった

その他

○「その他」の主な回答（抜粋・要約） 

・知識を得られると思うため 

・ボランティアとして貢献したいため 

・地元自治会を通してより情報を広く共有したいため 

・何か役に立てることをやりたいと思うため 

・自分自身が詐欺に引っかからないため など 

 

Ｑ３ 消費生活 eモニター業務はあなたにとって有意義だと思いますか。 

 ・「有意義だ」と回答した方が８割以上 

 

 

Ｑ４ 【Ｑ３で「有意義」だと回答した方にお伺いします。】 

有意義だと思う理由は何ですか(複数回答可） 

・「アンケートに回答することで、消費生活について深く考えるようになった」が

８割以上で最多 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有意義だ

86.8%

有意義ではない

1.8%

どちらでもない

11.4%
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知っていた

54.4%

知らなかった

45.6%

○「その他」の主な回答（抜粋・要約） 

・自分の経験・知見で社会貢献できるから 

・よりいっそう社会生活に参加したいという意識が大きくなったから 

・行政に意見等を言える場であるから  

・近隣の人と情報共有できるから など 

 

Ｑ５ 
【Ｑ３で「有意義ではない」と回答した方にお伺いします。】 

有意義ではないと思う理由は何ですか(複数回答可） 

 

 

○「その他」の主な回答（抜粋・要約） 

・自分の生活に役立つと思われる新しい情報が何もなかった 

・アンケートをニーズ把握に使えばよいと思うが、認知度調査程度にしか活用して

いないのはもったいない 

 

Ｑ６ あなたは消費生活 e モニターになる前から「かながわ中央消費生活センター(県

消費生活課）」で、以下のような業務が行われていることを知っていましたか。 

 

① 消費生活相談などの相談業務 

・「知っていた」と回答した方が５割以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

75.0%

25.0%

25.0%

75.0%

消費生活に関する知識を得られず、生活に役立たな

かった

消費者行政に関する意見・要望はほとんどなかった

周囲や地域へ提供すべき情報がほとんどなかった

その他
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② パンフレットや啓発グッズの配布等、各種情報提供 

    ・「知らなかった」と回答した方が「知っていた」と回答した方より若干多い 

 

 

 

③ 消費生活出前講座等の講師派遣を通じた消費者への啓発 

    ・「知らなかった」と回答した方が７割以上 

 

 

 

Ｑ７ 
あなたは悪質商法や不当な請求などのトラブルにあった場合、主にどこに(誰に）

相談をしますか。(複数選択可） 

・「消費生活相談窓口」が７割以上で最多 

知っていた

49.6%
知らなかった

50.4%

知っていた

27.6%

知らなかった

72.4%
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○「その他」の主な回答（抜粋・要約） 

    ・市役所の関係部署など 

    ・相談しない 

 

Ｑ８ 
【Ｑ７で「消費生活相談窓口」と回答した方にお伺いします。】 

消費生活相談窓口を選んだ理由は何ですか。(複数選択可） 

 ・「高度な知識を持った専門家が対応してくれるから」が６割以上 

 

○「その他」の主な回答（抜粋・要約） 

    ・行政が行っているので信頼できるから 

    ・ほかに思いつかないから 

    ・消費生活に関する問題が起きたときは消費生活センターに相談しようと以前か

ら知っているから 

    ・そのように広報されているから  など 

62.2%

50.6%

29.7%

28.5%

10.5%

3.5%

高度な知識を持った専門家が対応してくれるから

正しい情報を教えてくれるから

親身になって相談に乗ってくれるから

身近だから

迅速に対応してくれるから

その他

75.4%

51.3%

45.6%

39.9%

34.2%

13.6%

12.7%

8.3%

7.0%

0.9%

1.3%

消費生活相談窓口

国民生活センターの相談窓口

家族・友人・知人

警察

メーカーの相談窓口(コールセンターなど）

業界団体が設けている相談窓口

販売店やセールスの人

消費者団体

弁護士

民生委員

その他
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Ｑ９ 【Ｑ７で「消費生活相談窓口」と回答した方にお伺いします。】 

消費生活相談窓口の役割として重要だと思うことは何ですか。(複数選択可） 

 ・「専門的なアドバイスが受けられる」が８割以上で最多 

 

○「その他」の主な回答（抜粋・要約） 

    ・やさしい対応、話のわかりやすさ 

・身近な相談窓口 

・迅速かつ適切な対応  など 

 

Ｑ10 
事業者の不当な行為を止めさせること(差止請求）ができる消費者団体を「適格消

費者団体」といいます。あなたはこのような団体があることを知っていましたか。 

 ・「知らなかった」が約 9割 

 

 

83.1%

72.7%

57.6%

32.0%

1.7%

専門的なアドバイスが受けられる

信頼できる情報が得られる

困難な事案についてあっせん(解決のための事業者

との交渉の手伝い）を受けられる

提供した情報が啓発に生かされる

その他

知っていた

11.8%

知らなかった

88.2%
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Ｑ11 

神奈川県では平成 30年に「特定非営利活動法人消費者支援かながわ」が適格消費

者団体として認定されました。あなたは「消費者支援かながわ」を知っています

か。 

 ・「知らなかった」が約９割 

 

 

 

Ｑ12 
不当な契約事項や不当な表示を見かけた時に、あなたは適格消費者団体に情報提

供しようと思いますか。 

 ・「思う」が７割以上 

 

 

 

  

知っていた

10.1%

知らなかった

89.9%

思う

75.9%

思わない

24.1%
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Ｑ13 
あなたは消費者被害にあわないようにするための対策として、以下のどれが有効

だと考えますか。(複数選択可） 

 ・「家族で日ごろから話題にするように心がける」が約７割で最多 

 

 

○「その他」の主な回答（抜粋・要約） 

・うまい話はないと心がける 

・社会に出る前に年齢に応じた授業（実生活に役立つ出前講座等）を学校で行う 

・あらかじめサービス等をよく確認してから行動を起こす  など 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

72.4%

62.3%

59.6%

49.6%

45.6%

26.8%

24.1%

16.2%

3.5%

家族で日ごろから話題にするように心がける

テレビや新聞等に被害情報などを取り上げてもらう

本人が日ごろから積極的に情報収集をする

行政がホームページやＳＮＳ等で注意を促す

行政が消費者被害未然防止のパンフレットの配布やポス

ターの掲示を行う

行政が地域の集まりや学校などで出前講座を行う

近隣で声を掛け合うなどの関係を作る

民生委員、ホームヘルパーなどに日常的に見守りをして

もらう

その他



11 

 

 

Ｑ14 

県消費生活課では消費生活相談窓口の周知や消費生活に関する情報発信を様々な

媒体を活用して行っています。次のうち知っているものを選んでください。(複数

選択可） 

・「県のたより」が９割以上で最多 

 

 

○「その他」の主な回答（抜粋・要約） 

 ・新聞 

・知っているものはない など 

 

 

 

 

 

 

 

93.4%

30.3%

26.3%

20.2%

5.3%

3.9%

3.1%

2.2%

2.6%

県のたより

消費生活課のホームページ

かながわ消費生活注意・警戒情報

消費生活課作成のパンフレットやリーフレット（「契約

のきりふだ（若者編・高齢者編）」など）

消費生活課のTwitter「かながわ中央消費生活センター」

消費生活課作成の啓発動画（YouTube「コレがまさかの

アレでした」など）

消費生活課のFacebook「かながわの消費生活」

消費者教育に関するＤＶＤ教材の貸出

その他
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Ｑ15 
消費者に啓発や注意喚起を行う場合、以下のどのようなものが有効だと思います

か。(複数選択可） 

・「一枚の紙に伝えたい内容のポイントを簡潔に記載した「チラシ」や「リーフレ

ット」」が７割以上で最多 

 

 

○「その他」の主な回答（抜粋・要約） 

    ・メール配信サービスで被害情報を発信する 

 ・ＳＮＳやネット広告 

 ・スーパーマーケットやコンビニの店頭にポスターを掲示する 

 ・町内会の掲示板にチラシを掲示する  など 

 

 

 

 

 

75.4%

46.5%

34.2%

29.8%

21.1%

16.2%

4.8%

一枚の紙に伝えたい内容のポイントを簡潔に記載し

た「チラシ」や「リーフレット」

日ごろ目に付くところに貼れるシールやマグネット

タイプの物品

動画などの映像資料

複数ページにやや詳細に内容を記載した「パンフ

レット」

複数ページにわたり詳細な内容を掲載した「冊子」

財布などに入れて持ち歩くことができるカードタイ

プの物品

その他
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Ｑ16 
県では SNS（Twitter、Facebook）を活用した情報発信を行っています。今後 SNS

での情報発信を充実させるため、次のうちどのような情報が欲しいと思いますか。 

・「悪質商法などの手口と消費者被害・トラブルへの対処方法」が約８割で最多 

 

 

○「その他」の主な回答（抜粋・要約） 

    ・SNSは利用していないので紙媒体やＴＶなどでの情報提供を希望する  など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79.8%

59.6%

49.1%

43.0%

42.5%

28.5%

23.7%

21.5%

3.9%

悪質商法などの手口と消費者被害・トラブルへの

対処方法

商品・サービスの安全性や商品等のリコール情報

消費生活に関する法律や制度など

消費生活に役立つ衣食住などの基礎知識

食の安全や食品表示に関する情報

消費生活に関する行政の施策や取組

環境や社会や人にやさしいくらし方

家計管理などのライフプランに関する情報

その他
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［まとめ］今回のアンケートを通じ、次のような点が明らかになりました。 

 

○昨年同時期と比べた、家族の暮らし向きについてたずねたところ、昨年度の調査と比べて

「変わらない」と回答した方は減少し、「苦しくなった」と回答した方は増加した。 

 

○消費生活 e モニターに応募した理由をたずねたところ、「消費生活に関する知識を得て、

自分の生活に役立てたい」と回答した方は昨年度の調査と変わらず８割以上であった。 

 

○消費生活 eモニターの業務は有意義だと思うかをたずねたところ、「有意義だ」と回答し

た方は昨年度の調査と変わらず８割以上であった。 

また、「有意義だ」と回答した方に有意義だと思う理由をたずねたところ、「アンケートに

回答することで消費生活について深く考えるようになった」と回答した方は、昨年度の調査

と変わらず約８割であったが、「消費生活に関する情報を得ることで、消費者トラブル防止

に役立った」と回答した方は昨年度の調査と比べてわずかに減少した。 

 

○悪質商法や不当な請求などのトラブルにあった場合の相談場所等についてたずねたとこ

ろ、「消費生活相談窓口」と回答した方が約７割以上で最も多く、次いで「国民生活セン 

ターの相談窓口」が約５割であった。昨年度の調査では「民生委員」と回答した方はいな

かったが、今年度の調査では、わずかではあるが「民生委員」と回答した方がいた。 

 

〇消費生活相談窓口の役割として重要だと思うことをたずねたところ、「専門的なアドバイ

スが受けられる」と回答した方は、昨年度の調査と変わらず８割以上であった。また、「困

難な事案についてあっせん（解決のための事業者との交渉の手伝い）を受けられる」、「提供

した情報が啓発に生かされる」と回答した方は、昨年度の調査と比べて増加した。 

 

○消費者被害にあわないようにするための対策として何が有効かをたずねたところ、「家族

で日ごろから話題にするように心がける」と回答した方は、昨年度の調査と比べてわずかに

増加したが、「本人が日ごろから積極的に情報収集をする」と回答した方は昨年度の調査と

比べて減少した。 

 

○消費者に啓発や注意喚起を行う場合にどのような媒体が有効かをたずねたところ、「一枚

の紙に伝えたい内容のポイントを簡潔に記載した『チラシ』や『リーフレット』」と回答し

た方は、昨年度の調査と変わらず７割以上であった。また、昨年度の調査と比べて「動画な

どの映像資料」と回答した方は増加し、「複数ページにやや詳細に内容を記載した『パンフ

レット』」と回答した方は減少した。 

 

今後、アンケート結果を踏まえ、消費者教育の推進や県民への的確な情報提供などに取り

組んでまいります。 


